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はじめに  

１  違法な20ミリシーベルトの姿が作った町を見る  

 双葉町の変遷の姿を確認していただくのが目的である。      

下記の双葉町は 51.4 ㎢という狭隘な町で、山地が約 6 割、農地が約 3 



- 5 - 

割、道路、河川、公園緑地を含む公共用地約１割で、人口約 7,000 人でし

た。 

以下は、平成 23 年 3 月 11 日時点の双葉町の町勢    

≪平成 22 年度町政要覧より≫  

面 積

（㎢ ）  

人 口

（人） 

世帯数 

（戸） 

歳入総額 

（百万円） 

歳出総額

（百万円） 

農 地

(ha) 

 森 林 

( ha) 

 

51.4 6,981 2,483 6,277 5,962 750 2,989  

 「注：歳入・歳出総額は、町の財政規模。歳入のうち原子力発電所の固定

資産税は約15億円になっていたので、町の産業構成が極端に原子力発電

所に依存していた。町は企業城下町となっていて、行政と民生は、原子力発

電所に左右されていたのが実態であった」。 

 この流れに、終止符を打ったのが、原子力発電所の事故である。  

 

       ≪上記写真は決して明るくない姿である   2014.10.30 ≫ 

 

 違法な20ミリシーベルトの押し付けを、双葉町が跳ね返していたら、避難解

除が実現できないので、現地進行協議は実現できなかった。 

現地進行協議の実施を前に、予定された場所を計測したら、東電の入所
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教育教材に記されている、放射線監視区域区分でいうところのC/D区域に

あたる数値が各地で計測されて、避難解除が虚偽であることが判明した。 

 

２  原発事故は人災である  

 たった一人の決断が地獄への道行だった。それは、ある時 、東京電力

本店 で行われた「 御 前 会議 （ 福 島 第 一原 発の津波対策 の先 送 り） 」

の決断だった。土堂副所長によれば、東京電力はこの時 、新潟県の柏

崎刈羽原発が、中 越沖地震の影響で、すべての原発の運転を停止 し

ていた。この復旧 工 事の費用 と、運 転 停止 に伴 う収入 減 と合 わせて、

大幅な赤字経営に陥っていたということだった。  

 

 平成 22 年のある日 、福島第一原発の土堂広一副所長が、双葉町

役場の町長応接室で、双葉町長 （原告 ） と対面していた。話題は第一

原発 の地 震対策 （ 津 波 の言 葉 を一 切 語 ることはなかった） について、

地 震 対 策 工 事 に着 手 する時 期 については、柏 崎 刈 羽 原 発 の改 修が

終わり、運転再開し、債務超過を回復 した後になるということを話題に

していた。双葉町長はこの時 、本店の「 御前会議 」 の内容 、及び、東電

第一に 15.7ⅿの波高の津波の予測を東電設計が報告していたことな

ど、双 葉 町 にとって不 利 益 な情 報が全 く知 らされておらず、土 堂 副所

長の話をもっともだなと納得 させられていた。今思 うと、この時 、土堂副

所長は薄ら笑いながら答えていたことを、疑 えばよかった。土堂副所長

に全幅の信 頼 をしていたので、騙 されるという警戒心はなかったのが、

命 取 りになってしまったので、なおさら、このウソがなければ、当 然 に発

電所の運転の停止を求めていたので、本件 事故は起こらなかった。  

 

 双葉町は、福島県から示 された、平成 17 年 1 月 「 福島県沿岸市町

津波避難計画 策 定 の手 引 き」 を基 に、双 葉 町 の津 波 避難計画 の素

案が、平成 19 年度に資源エネルギー庁の委託で（財 ） 電源地域振興

センターが請負い、平成 20 年 3 月に「 双葉町津波防災計画策定基

礎調査報告書 」 が作られていた。  
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次頁に、町内各地の津波の規模の想定結果を示す。  

 

 この素案に目を通 していた双葉町長は、中央防災会議の審議 とか、

長期評価及び東電設計が報告した、第一原発に波高 15.7ⅿの津波

予測など全 く知らなかった。知 っていたのは、福島県が示した津波避難

計画策定の手引きに記 されていた双葉町の最大波高の 3.8ｍだった

ので、土堂副所長が 15.7ⅿの波高を知 りながら、地震対策のみの話

題にしていたことは、本件事故後まで知らなかった。  

 たった一人の決断について、本店の「 御前会議 」 で示 された「 津波対

策 は不 可 避 」 という上 申 を、勝 俣 恒 久 社 長 が下 した「 対 策 工 事 は不

可 」 という決 断 と、たった一 人 の双 葉 町 長 の「 柏 崎 刈 羽 原 発 復 旧 工

事優先 」 という決断が、双葉町の運命を変えてしまった。  

 

 たった一人 、それぞれの二つの決断には、15.7ｍの波高を知りながら

津波対策 を指示 しなかった一人 と、 15.7ⅿ波高の不告知 により津 波

対策を求められなかった一人とは、正 と負の対立関係にある。  

 この二 人 の対 立 を知 りながら、規 制 を行 わなかった規 制 主 務 省 庁

の、経 済産 業省資源エネルギー庁 原 子力安全 ・ 保 安 院 が加わり、本

件事故後は二 （ 被 告国 ・ 同 東電 ） 対 一 （ 原 告 ） となり、前 期 （ 本 件事

故 前 を「 前 期 」 という。） に執 り行 った行 為 （ 防 災 訓 練 等 ） 、約 束 （ 事

故対応の法 ・ マニュアル等 ） を、原告ら（ 発電所周辺自治体 6 町 ） を、

優 越 的地 位 を悪 用 し、事 故 対応 体制 から一番 被害 が大 きい双葉 町

等を排除するという破廉恥で、「 卑 怯 な行為 」 を事故発生時から今日

まで至っている。  
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 論外な事故後の対応を是 としたい被告東電 、被 告国は、バーチャル

リアリティーを工作 し、騙 し、そして、騙 された善良 な発 電 所周辺自治

体の法外な姿 を示 しているのが、今 の双葉町の現状であることを認識

していただきたい。  

 

第１章  現地進行協議の本旨  

第１  因果応報を見る  

１  前段で事実を示す  

 

≪上記は、朝 日 新聞記事≫  

 原告がいう「 ウソ」 とは、上記の記事から始まった。「 当時の枝野幸男

官 房 長官 が、『 大 規 模 な津 波 の到 来 の可 能 性 を東 電 は２ ０ ０ ８ 年 に

認 識 しており、十 分 に対応する時間 的余裕があった』 と指 摘 。東 電 か

ら報 告 を受 けながら公 表 しなかった保安 院 についても『 （ 政 府 の事 故

調 査 ・ 検 証 委 員 会 が） 調 査 しなければ出 てこなかったというのも遺 憾

だ』 として、対 応 を批 判 した。」 という、枝 野 幸 男 官 房長 官 の発 言 は、

東 日本大震災に伴 う東京電力株式会社福島第一原子力発電所事

故 （ 以下 、「 本件事故 」 という。） の責任の根源を証明している。  
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２  被告東電の虚偽を示す文書  （甲ロ第103号証）  

 

 上記は、平成 21 年 7 月 13 日 「 福島第一原子力発電所 ・ 同第二

発電所の敷地周辺の地質 ・ 地質構造及び基準地震動 Ss の策定に

ついて（ コメント回 答 ） 」 の文 書 に、「策定した基準地震動Ｓ ｓ－ １

を下回る」 と、明記 してある。平成 20 年春には東電設計から 15.7

ⅿの波高の津波の報告があり、平成 20 年 9 月には、第一原発第二

応接室で、津波問題の秘密会議が行われて、津波対策は不可避 とい

う結論が出ていたにも関わらず、このような虚偽の文書を作 っていたこ

とは極めて悪質なウソを記している。平成 23 年 3 月 11 日の東日

本大震災に伴う大津波 とは真逆のことが記されていた。  
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この文書が事実であったならば、双葉町及び原告は「 本 件事故 」 に

遭遇することなく、現在まで、そして、これからも双葉町で安定した生活

を続けられたのである。  

 

以下の資料は、被告東電 「 福 島原子力事故調査報告書 （ 中 間報

告書 37 頁 ） 」 より引用 した。  

 

「 (1)主要建屋 への浸 水 経路 ： 福 島 第 一 原 子力発電所 の主 要建屋

（原子炉建屋 、タービン建屋 、非常用 D/G 建屋 、運用補助共用施設

（ 共用プール建屋 ） 、コントロール建屋 、廃棄物処理建屋 、サービス建

屋及び集中環境施設 。1～ 4 号機側は O.P＋ 10m、5/6 号機側は

O.P＋ 13ｍ の敷地の高 さ） の周 囲は全域が津波の遡上 により冠 水 し

た。冠 水 は 1～ 4 号 機 側 のエリアで厳 しく、建 屋 周 囲 の浸 水 深 さは

5.5m にも及んだ。」  と、記 されている。  

 

 上記図から見えてきたのは、福島第一は OP＋ 5.6ⅿ以上の津波に

は耐えられず、モータが水没することを示 している。したがって、東 電設

計報告の 15.7ⅿの津波には、非 常用海水ポンプが水没することが、

分かっていたことになる。  

 この図 をいかなるウソ偽 りでもってしても、事 実 だから作 り変 えること
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はできない。  

 被 告 東 電 は、本 件 事 故 発 生 直 後 から、事 故 前 の約 束 を滅 却 して

「 想定外 」 と公言 したが、事故前の文書を省みると、ウソのオンパレード

になっている。当 現 地進行 協議 において、被 告東 電はウソの上積みを

している。ウソの上積みとは、放射性物質が波のように漂 っていることを

隠ぺいし、ウソで形成 した復興を裁判官に説明 していることは、更 に罪

深いものにしている。  

 ウソの見本を以下に記す  
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被告東電は、上記の☓印について、本件事故を想定外 とは言えまい。  

被告東電は、民 間 企業であることを自覚せず、当 現地進 行協議 に

おいて、元 職 とはいえ、事 故 発 生 当 時 の双 葉町長 であった原 告 井 戸

川克隆に対 し、ウソのシナリオで町が復興したなどと主張することは、本

件事故の責任を原告に転嫁していることを示 している。  

原告は、本件事故発生以降の政府 ・ 被告東電の法外な行いを、す

べてを認めていないことを、改めて、ここに主張しておく。  

 

第２  原告が望む現地進行協議の目的  

１  ウソの正体を詳らかにすること  

 ウソは反則 、ウソは泥棒の始まりと言われて育ちましたので、普通の人

間社会では卑しい行いとされてきました。まして、行政の行為がウソで、

住 民 に被 害 を与 えることは、公 務 員 職 権 濫用罪 に当 たる。本 件 事 故

に際 して、被告東電 、被告国のウソ、虚偽 、偽装 には際限がなく、被 災

者 ・ 国民の受けた被害 ・ 損害は、終わることはなく続いている。  

 

本件 、現 地 進 行 協議はウソで壊 され、ウソの復 興 と騙 され続 けてい

る双葉町 、並 びに、双 葉町民の災難の実情を、見分 するために行 うも

のと承知している。  

 東日本大 震災 に伴 う東 京 電 力 株式 会社福 島第一 原 子力発 電所

破壊事故により、発 生 させた様々な事件を、発電所所在の双葉町 は、

ウソの人 災 によって双 葉 町自 治体 の破 壊 、並 びに、原 告井 戸 川 克隆

の主権を破壊 した爪痕をたどるため、東京地方裁判所民事第 50 部

の裁判官による現地進行協議をお願いするものである。  

 

２  現地進行協議に期待すること  

令和５年11月29日に実施された双葉町現地進行協議に際し、原告は、か

ねてからウソの実態を明らかにすべく、大きな期待をしていました。 

その最大の理由は、被告東電並びに被告国に騙されて町を失い、そして又
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、騙されて復興という虚飾に包まれた双葉町の実像をご覧頂けたことです。 

「騙されて町を失い」という原子力発電所の事故は、双葉町に対し、何が

あっても「止める」「冷やす」「閉じ込める」ので、安心していてくださいと、被

告らが長年語っていたので、本当なんだろうなと思っていたら、7000人の終

の棲家としていた双葉町から避難することになった。事故後、原告が「人生を

賭けて事故の原因を調べたら、原子力発電所は地震、津波如きで『簡単に

壊れるもの』」であることが判明したのである。 

要するに、発電所は立地町らと結んでいた「略称：安全確保協定」を裏切

った結果が、事故の主因であることも分かってきた。 

「騙されて復興という虚飾に包まれた双葉町の実像」とは、2011年3月11

日以降の出来事から、今日までの変遷をいう。騙されてとは、原発事故が発

生したら、先ず、災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法に定めら

れた、事故対応体制を立ち上げることになっていた。ところが、菅直人総理が

独裁をふるい、上記の２つの定めを葬り、正確な事故情報を閉ざし、原告を

含む発電所周辺の自治体を、事故対応体制に参加することを拒み、法外な

体制の「内閣府原子力被災者生活支援チーム」という無法組織を作り、現

場の汚染実態にそぐわない机上の避難区域を公示し、違法な20ミリシーベ

ルトという虚数を提示し、放射能の被害を倍加させ、その実態を隠している

始末である。 

この過程で、原告らが望まない被ばくをさせられたのは、奇襲攻撃であり、

想定すらしなかった傷害事件である。なぜ、傷害事件かといえば、現場を抱え

る原告らと事故情報の共有を閉ざし、避難に必要な事故情報と時間を遮っ

たことで、避難開始が遅れ1号機のベント被ばくと、1号機爆発の降下物の被

ばくという「二重の被ばくをさせられた」被害をいう。 

さて、今日の双葉町の現状は、発電所からの放射性物質の放出が続いて

おり、事故の終息には至っていない状態にある。先に提出済みの立ち回り先

の桑原氏の計測結果からも、高度に汚染されていることが証明されている通

り、除染済みということで双葉町が避難解除したことは、明らかに間違いであ

ることが証明された。 

一般公衆の被ばく限度の１ミリシーベルトという考えから判断すると、双葉
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町の避難解除は騙された結果の姿を示している。 

 

３  ウソの被害  

本件事故による実被害を語ると、先ず、原告に降りかかる「ウソの実態」を

語らなければならない。 

１．  被告東電が言う想定外というウソの流布。 

２．  経済至上主義者たちの悪意のコーポレートガバナンス。 

３．  法にないコンプライアンスの強制。 

４．  忖度する歴史修正主義者たちの原告らへの口撃。 

５．  存在していた原子力災害対策マニュアル等の滅却。 

６．  規制主務省庁の任務懈怠から原告らへの責任転嫁。 

７．  災害対策基本法第一条、三条、四条の定めの責任の放棄。 

８．  双葉町を壊滅させて、東京電力を栄えさせる BCP 政策。 

９．  「ウソ」の放射線リスクを語る国際機関らの妨害。 

１０．  経済至上主義者たちに忖度するメディアの誤報。 

などによって生じている事故の加害、悪質性を追求することを怠っている

政治家たちの怠慢によって、本件事故の現場検証と反省をことごとく葬って、

原告ら被災者たちを救済することなく、阿鼻叫喚状態にしている双葉町の被

害の全容は、外部の利益相反関係者が語るのではなく、町民たちが秘めてい

る内心の思いが表に出始めると、被害の大きさと実態がわかってくる。 

町の復興住宅で町民たちに思いを聞くと、「町は無くなる」と語っている。

復興住宅に住んでいる人の半分は、町外から来た人たちだ。  復興住宅に住

んでいる町民は高齢者が多く、町内が放射能に汚染されていることは承知し

ているので、現在住んでいても、やがて、次世代の町民はここからいなくなる

と、原告に語っていた。 

 

 被告東電は、自分が侵した双葉町消滅事象について、国民の税金で  

賄っている中途半端な復興を示したとしても、多くの町民が帰ってこ  

ない現状を変えることはできない。 

 むしろ被告東電は、「汚染者負担の原則」に基づき、事故に掛かる  
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すべての費用を賄ったJCO臨界事故時の負債を、ジェー・シー・オー 

株式会社東海事業所が、事故対応に要した費用を、全額完済した歴史  

を忘れてはいけない。被告国は、これを被告東電に求償しなければ、  

「ウソによる国富の喪失」に加担したことになる。 

 追記、JCO臨界事故時において、１ミリシーベルト以上の被ばくを 

受けたと思われる全ての人は、茨城県が、現在も健康診断を無料で続  

けていることを付け加えておく。 

 これは、原告らに対する差別であり、隠ぺいによる債権回収請求妨  

害事件である。 

 尚、原告の被害・損害は、以上の要点を踏まえ、東京地裁の裁判官の皆さ

んには、現地進行協議の実施により、事故の大きさとウソによる被害隠しを、

確認していただきたいと願う次第である。 

 

４  人生破壊と家系の継承の場の喪失  

  

ここに記した写真は、歴史の継承地であり、生活の基盤であった井戸川家

の空撮写真である。井戸川家の歴史は古く、原告は嫡男ではなかったが、長

兄に子供がいなかったために、末弟の原告に家系の継承の順番が来た。嫌々

ながら嫡子になり、先祖の墓守になった。 

 家系の継承者になった以上は、貧農の親から自立し、水道工事業を始めた

。傾いていた家計を立て直すために、寝食を忘れて事業の発展に努めていた

が、双葉町の財政が債務超過へ進んでいたために、家業よりも、町民として、
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町を破綻させられないと決意して双葉町長になった。 

 双葉町長に就任してからが苦労だった。原発に頼りきりの町政は、自助を

忘れていたので、まず町長給料を70％減額し自ら身を切り、財政を切り詰め

て借金地獄から改善させていた矢先の本件事故だった。 

 原発事故以後、町、町民、原告、家族らは事実を隠され、だれもが有する私

権を封じられ、この世にない嘘まみれにされ、阿鼻叫喚に苛まれている。 

一方、事故の第一義的責任者の東京電力並びに社員たちは、優越的地

位を悪用して生業、家庭の崩壊・喪失は無く、平然と原告らを見下している

姿に憤りが隠せない。 

≪以下は、2011.3.11/12日の原告の被ばく被害を示す行動記録≫ 

 

 上図は、2011 年 3 月 11 日から 3 月 12 日まで、双葉町内の原告

の足跡を示したものである。  
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第３  現地進行協議の実施に当たってのご注意事項  

 【 東京電力が事故前に、双葉町民に公言していたのは、何が

あっても発電所の運転を「止める」、そして核燃料を「冷やす」

、その次に放射能を「閉じ込める」と、常に語っていた。  

 しかし、日本中・世界中が観ての通り、東京電力の第一原発は

地震と津波程度で壊れるものを造っていたので、自然力には、な

す術もなく壊れるものだったことが発覚して、 3つの公約は全部

果たすことができなかった。原告が判断するところ、 3つの約束

は、発電所周辺の住民を騙すための口実だったことが、あぶりだ

されたのである。  

 

  「 双葉町入域に当たっての予備知識 」 に記 したように、 18 歳以下

の入域及び 10 時間以上の入域は禁止されているが、双葉町内は、

放射線管理区分が杜撰 になっているので、法 を守 る立場の裁判官

の皆 さんには、被 告 東 電 が守 ってきた管 理 区 域区分 に則 った装備

で入域をお願いした。  

 

被告東電のウソで壊 された「 双 葉町 」 を東京地方裁判所民事第

50 部の裁判官の皆さんに、原告の町 、放射能で破壊された双葉町

の実情の見聞していただいた記録を、本準備書面に記 した。  
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第４  双葉町入域に当たっての予備的知識（必須）  

 １  放射線防護の基本  

   

     ≪環境省の資料から転載≫  

   原 告 評 価 ： 上 記 は、 100 ミリシーベルト以 下 の放 射 能 の被 ばく

は、影響がないから免責されるとは書いていない。  

   むしろ、離 れなさい、近 寄 るな、短 時間 に離れなさいという放射性

物質 の放つ影響 からの防護 の原 則 を示 している。本 件 、現 地 進

行協議においても、上記の 3 原則は厳守しなければならないの、

効率よく見分をすることにする。  

 

 ２  放射線防護の服装等について  

    双葉町内は、世間でいわれるような安全な環境には程遠く、  

今般の汚染の調査結果に示された強度の汚染地帯なので、本件  

事故前に東京電力が入所教育で示していた、B・C区域用の備  

えが必要と判断しているので、イ・ウの装備をする。 

      ア タイベック装着する前に用便を済ませること。 

イ 放射線防護の装備は、スクリーニング会場から手渡されるもの
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を着装する。 

         裁判所御一行には、ゴム長靴をそれぞれに準備する。又、万が

一の際の除染用ペットボトルをそれぞれお渡しする。 

       ウ マスクは高性能のものを使用する。 

     

 ３  原子力発電所の国の役割について（抜粋）      

（甲ロ第104号証）  

    平成17年10月  福島県が発行する「確かな安全・安心のために」の

6頁から抜粋  

   

    ここに、国には原子力発電所の監視、監理・監督を行うよう

、発電所所在の福島県及び発電所敷地周辺の自治体が求めてい

たことが証明される。したがって、被告国は被告東電を救済す

ることは間違いで、発電所敷地周辺の住民の救済を最後まで行

わなければならない。  
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 ４  放射線管理区域の理解について  

（１）法令上の規制  「ATOMICAより引用」  

 

原告評価 ： 本件事故後において、「 管理区域 」 という固有名詞を被

告らから聞いたことはなく、ひたすら主張を繰り返してきたのは原告らの

少数に限 られている。多 くの善良で放射線に深い理解を示 している有

識者がいたのかもしれないが、危機 を煽 るなという風圧がマスコミを抑

えたのかもしれない。  

 本件事故は、危険を煽るなという一部の原子力利権者らとは真逆の

大 きさで、人類最大の規模 と汚染量である。汚染量を矮小化すること

を可能にしたのは、太平洋の海水中 と空中に拡散した汚染量をカウン

トしないからである。  

 上記の管理区域の設定を怠ったのは、不作為である。  
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（２）下記は「令和3年2月26日  原子力規制員会原子力規制

庁の資料から引用」  

 

 原告評価 ： 上記 は、一般公衆の線量限度 と発電所周辺監視区域

内 との関係 を図示 したものである。特筆 すべきは、本 件事故直後から

図示 された区域区分が行われず、世間 を騙 し、被 ばくの影響を否定し

ていることである。  

 本件事故後に、区域区分を示 さなかった規制主務省庁の責任は大

きく、任務懈怠並びに背任であることは間違いなく、国民の生命 、身体

を守れと定められていた法律 に違反 し、法外な組織並びに専門家 らを

利用 して、20 ミリシーベルトという法 外 な数値で、被 ばく被 害 の矮小

化を行ったことは、重罪である。  

  

  （３）（管理区域への立入制限等）  

【第七十八条  法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発

電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、こ
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れらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならな

い。 

一  管理区域については、次の措置を講ずること。 

イ 壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって

明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人

の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。 

ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を

禁止すること。 

ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によっ

て汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定

める表面密度限度を超えないようにすること。 

ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、そ

の者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そ

うとする物品（その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又

は包装）の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を

超えないようにすること。 

二  保全区域については、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場

所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品

の持出制限等の措置を講ずること。 

三  周辺監視区域については、次の措置を講ずること。 

イ 人の居住を禁止すること。 

ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業

務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に

人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。】  

 原告評価 ： 上記の通りで、異論はない。  

 

（４）従来の緊急時放射線モニタリングの考え方（重要）  

  【緊急時には、周辺住民の被ばくをできるだけ低減するため、適切な防

護対策（屋内退避、避難、飲食物摂取制限等）をとる必要があります。  その

ため、地方公共団体に設置される災害対策本部は、原子力安全委員会の

「緊急時環境放射線モニタリング指針」に基づいて、緊急事態発生直後、速

やかに緊急時環境放射線モニタリング（緊急時モニタリング）を実施します。  

平常時における原子力施設周辺の環境モニタリングは、地方公共団体、原
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子力施設設置者及び国がそれぞれの役割に応じて実施しています。しかし、

原子力発電所等に異常事態が生じ、放射性物質の大量の放出が生ずるか、

またはそのおそれのある場合には、災害対策本部に、日本原子力研究開発

機構、電気事業者等の専門的支援を受け、モニタリングセンター及び複数の

モニタリングチームが組織され、あらかじめ作成されたモニタリング計画に従

い緊急時モニタリングを実施します。】  緊急時モニタリングは、2 段階で行わ

れ原子力緊急事態の発生時に迅速に行う第１段階のモニタリングと、周辺環

境に対する全般的影響を評価する第 2 段階のモニタリングを実施します。 

【第 1 段階のモニタリング】  

原子力緊急事態の発生直後から速やかに開始されるもので、この結果は、

放出源の情報、気象情報及び SPEEDI ネットワークシステム等から得られる

情報とともに、予測線量（ IAEA は回避線量）の推定に用いられ、これに基づ

いて 防護対策に関する判断がなされることとなります。  したがって、この段

階においては、何よりも迅速性が必要となり、第 2 段階で行われる測定ほど

の精度は要求されません。 第 1 段階のモニタリングの主要な対象となる放射

性物質又は放射線は、原子力施設又は事故の形態に応じて、大気中におけ

る放射性の希ガス、ヨウ素、エアロゾル 状態のウラン、プルトニウム濃度及

び中性子線及びガンマ線の空間線量率並びに環境試料（飲料水、葉菜、原

乳等）中の放射性ヨウ素、ウラン又はプルトニウム濃度です。 

【第 2 段階のモニタリング】  

第 1 段階で要求される迅速性より正確さが必要となり、第 1 段階のモニタリ

ングよりさらに広い地域について、放射性物質又は放射線の周辺環境に対

する全般的影響を評価し、確認するために行われます。  第 2 段階のモニタリ

ングにおいては、積算線量並びに環境中に放出された人体への被ばく評価に

必要となる放射性核種が対象となり、空間放射線量率、大気中の放射性物

質の濃度、環境試料中の放射性物質の濃度及び積算線量を測定、評価しま

す。 なお、このモニタリングの結果は、各種防護対策の解除にも用いられると

ともに、風評対策にも資するものとなります。】  

 

 原告評価：上記について、本件事故前に原子力安全・保安院 （甲ロ第

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive/nisa/faq/b_19.html
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive/nisa/word/4/0075.html
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105 号証）が記した資料中（11～12 枚目）に記載されていた。しかし、本件

事故においては、全ての実測と公表を行わず、だれが、いつ、どこで測定した

のか実データを示さず、空間線量（率）を語り、被ばく被害を受けた人はいな

いという、虚偽を語って責任逃れをしている。 

 

（５）平成22年度福島県原子力防災訓練時のチラシより  

 

 本 件 事 故 においては、「 従 来 の緊 急 時 放 射 線 モニタリングの考 え

方 」 は、意図的で犯罪的な、避難 させない施策によって、全 て実施され

ていない。したがって、第 1 段階 、第 2 段階 とも行っていないので、正

確なデータに基づいた被ばく線量評価はできていないので、推計 という

まやかしを多用して、被ばく被害をごまかしている。  

 

 上記は、平成 22 年度福島県防災訓練時に双葉郡内に配付した

防災訓練案内のチラシの一部 。内容は放射線源から離れなさいという

忠告をしていた。しかし、本件事故においては、 IAEA らの原子力産業

推進機関の求めに応じて、「 避難の効果 」 を反故にして、避難させない

政策に日本政府は転じた。  

 政府の避難政策 に巻込 まれることを察知 した原告は、勢い、双葉町

民を遠 くへ避難 させた。原告が執 った放射線源から離れる行動は、避

難 させない政 策 を推進 した日本 政府 とは対立 したが、災 害対策 基本

法 、原 子力 災 害対策特別措置法並びに原子 力災害対策 マニュアル

には合致している。  

 双葉町民の生 命 、身 体及 び財 産 を保護する定めを、原 告 は忠実 に

守った唯一の町長 として、やがて評価されるだろうと考えている。  
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（６）福島県環境放射線モニタリングデータ（抜粋）  

（ 甲 ハ第 180 号証 ）  

第５１回環境放射能調査研究  成果論文抄録集  （平成２０年度）  

Ⅴ－７  福島県における放射能調査  福島県原子力センター  板垣繁幸  星

一  阿部幸雄  西典嗣  梅田光裕  水野哲  阿部智史  

１  緒言  文部科学省委託により、福島県が平成２０年度に実施した環境放

射能水準調査結果を報告する. 

    



- 26 - 

  

 原告の解説：上記表は平成 20 年度の福島県の環境放射線測定結果で

ある。この数値を上回った場合は、本件事故により放出された放射性物質の

影響により上昇したものである。 

 被ばくの有 無 をいうのであれば、基 礎 的数値 、所 謂 事故 前のデータ

と事 故後の緊急時環境放射線 モニタリングデータの比較 をし、被 ばく

の実態を語らなければならない。  

 本件事故 における放 射 性 物質の扱 いにおいて、事 故 に責 任がある

被 告 国 が、核 種 ごとの実 数 を語 らず、全 て推 計 という「 推 論 」 を用 い

て、被 ばく被害 の有無を語 っている。同 じ「 推 論 」 を語 ってきた専門家

という組織は、長年 、国民に被ばく被害が存在しないように偽装 してき

た利益相反の色濃い者たちである。  

 被 告 国 が 盛 ん に 利 用 し て い る 国 際 機 関 の IAEA 、 ICRP 、

UNSCEAR 及び WHO、OECD 等は、原子力を利用している構成国

と利益相反関係 にあり、人類 のためという機関ではないことは、あから

さまな過去の被ばく被 害隠 しから、原 告 らのためにあるものではないこ

とは、本件事故後の対応において、その正体は明らかである。  

したがって、原 告 は自身の被ばく被 害 において、その判断 は国際機

関を除外して考えることにしている。  
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第５  被災前の実態確認  

１  双葉町広報用パンフレット  

 以 下 は、双 葉 町 の主 張 であり、誇 りを集 約 して、町 民 の意 識 を高

め、外 に向かっては古を訪ね、自然の恩恵を知 らしめるために作 ったも

のである。  

  



- 28 - 

 

 快水浴場 100 選に選ばれた海 、天 に轟 く多太鼓 、１ 千年の伝統を

伝える大だるま、小 さな町であるが、自慢の町だった。  

 何度でもいう、被告東電の常套句 「 止める」 「 冷 やす」 「 閉 じ込める」

は、先代からの約束 、ウソでこの街を壊 したのは、被告東電である。  
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２  双葉町は穏やかな風景が戻ることを待っている（代表例）  

   
役 場 前 の 田 園 風 景         静 か な 新 山 商 店 街  

   

   新 山 広 町 通 り           双 葉 駅 前 通 り  

   
双 葉 駅 南 側           天 王 山 よ り 町 を 望 む  

   

    寺沢ナシ園             郡山ほうれん草ハウス  

原告がいう復興とは、上記の状態に回復することと考えている。  
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３  双葉町住宅地図が原発事故で消された  

 以下は、本件事故前の住宅地図  

 

 ≪上図は、双葉町大字長塚周辺を示す≫  
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 ≪前頁の地図 と比 較 する。グーグルアース 2022.11 .9 以降 より≫  

 この地域は空き地が目立ち、激 しく変貌 させられている。  

 



- 32 - 

 

 ≪上図図は双葉町大字新山地区を示す≫  
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 ≪前頁の地図 と比 較 する。グーグルアース 2022.11 .9 以降 より≫  

 この地域は空き地が目立ち、激 しく変貌 させられている。  
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 ≪上図は双葉町大字郡山字馬場周辺を示す≫  

  

 

 

原告自宅  
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 ≪前頁の地図 と比 較 する。グーグルアース 2022.11 .9 以降 より≫  

この地域は中間貯蔵施により、激 しく変貌 させられている。  

本件事故による望 まない変貌は、ウソにより発生 させられたものであ

り、原告並びに双葉町民が望んだものではない。  

原告自宅  
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４  福島県原子力防災訓練の記録と約束          

（平 成 2 2年 1 1月 2 5・ 2 6日） 
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  保 安 院 根 井 審 議 官 と 井 戸 川 町 長 と の テレビ会議  

 この場 面 に出 ているのは、原 子 力 安 全 ・ 保 安 院 の根 井 審議官 で、

政府現地対策本部長の到着前に、本部長の代理 としてテレビ会議に

登場している。この画面には、ERC,OFC,福島県知事 、双葉町 ・ 大熊

町 ・ 浪江町 ・ 富岡町の町長が映っている。この画面を通じて事故情報

が共有 されていた。しかし、本 件 では、合 同 対 策 協 議 会 が開 催 されて

おらず、テレビ会 議 が行 われていないので、このような写 真 は存 在 しな

い。原告の被害 、損害は、これにより全て発生している。  
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  上 記 は 、 防 災 訓 練 の 事 故 時 の 本 当 の シ ナ リ オ  

 本件事故においては、このシナリオを葬 り、事故情報を共有 し、住民

の生 命 、身 体 及 び財 産 を守 れと定 められていた発 電 所 周 辺 自 治 体

を、合同対策協議会から排除 してしまい、ウソのシナリオで、発電所周

辺住民には避けられた被ばくをさせ、塗炭の苦 しみを与えている。  

 

 上記は、原子力安全 ・ 保安院 NISA より抜粋 （ 重要 ）  

 国では原子力発電所が影響する限度を、年間 0.05 ミリシーベルト

の定 めていると記 されている。しかも、「 放 射 性 物 質 が原 子 力 施 設 の
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外 に基準値以上漏えいしないような設計であることを厳 しく審 査 し、」

と記 されているので、内 閣府原子力被災者生活支援 チームがいう、２

０ ミリシーベルト以下という数値は、この世に存在させてはならない。  

 

  上記も原子力安全 ・ 保安院 NISA より抜粋  

 どうですか被告東電 、ここにも「 止める」 「 冷やす」 「 閉じ込める」

と、原 子力安全 ・ 保安院でさえ、「 安 全 を確保するうえでとても重要で

す。」 と語 っていることは隠せない。  

 

５  双葉町は被告東電、被告国を信じていた  

 

 双葉町広報誌  エネルギーのまちふたば（ 平成 １ ７ 年度版 ） の 9 頁に

は、上記を記載していた。  

 地震対策 として７ つのポイントが示 されている。特 に「 ❸最 大 の地 震

を考 慮 した設 計 」 に強 い信 頼 をしていた。最 大 の地 震 という表 現 は、
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上限なしの地震を考慮 しているわけだから、地 震で発電所が壊れるこ

とを考えたことはなかった。  

 更 に、「 ❼津 波 に対 する対 策 」 と記 されているので、本 件 事故 におい

て、津波で発電所が壊れることを、心配する必要もなかった。  

 しかし、㈶日本原子力文化振興財団の「 原 子力 ・ エネルギー」 図 面

集のこの記載 を守 ることはできなかった。「 ❺自 動停止 」 は、自 動停止

ではなく、本 件 では最 悪 の爆 発 によって止 まったので、放 射 性 物 質 の

放出はとどまることなく、現在も続いたままになっている。  

 したがって、被 告 らが「 科 学 的 」 という表 現 をしたときは、限 りなく実

証が不可能ですと、反対を語っていると理解 しなければならない。  

 

６  被告東電の放射線防護教育用テキストに学ぶ  

  （ A 教育用 ） 原子力発電と放射線 より  （ 甲 ハ第 181 号証 ）  

 ≪８頁は以下の通 り記載されている。≫
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 被告東電は自ら放射線管理を行ってきた。発電所で働 く入所者に

教育を施 し、環境放射線の測定を行い、福島県原子力安全確保技

術連絡会に報告し、その承認を得てきた立場でありながら、虚偽の

20 ミリシーベルトに加担 し、発電所周辺自治体並びに住民を騙すこと

など、許 されることではない。  

 

 

 

 

 

 

 



- 42 - 

 ≪９頁には以下のとおり≫  
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 原子力発電所は年間 0.05 ミリシーベルト未満と決められていた。

したがって、内閣府原子力被災者生活支援チームが推奨する 20 ミリ

シーベルトという数値に整合性はなく、むしろ、被災者をウソで騙 し、被

ばく被害を増加させている。  

 ウソは犯罪である、善良 な国民は放射線 作業従事者ではなく、一 般

公衆の身分であり、放射線障害防止法に該当 しないので、なんら、被

ばくさせられる義務は定められていない。  

 

 12 頁には以下の記載がある  

 

  放射能の半減期の正しい考え方では、全減期は核種に

よって数千億年もかかると記 されているので、双葉町の復

興は数千億年後になってしまう。今回の現地進行協議にお

いて、被告東電は、双葉町は復興していると語ったのと、放

射能の減衰との整合性が取れていないことが証明された。  
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 26 頁には以下に、健康診断の在り方が記されている  

 

 

 被 告 東 電 は 、原 告 が 提 出 し た 健 康 診 断 書 を 卑 下 し た が 、原告

は 放 射 線 作 業 従 事 者 で は な い の で 、一 般 健 康 診 断 の み と な っ て

い る の で 、 原 告 に 対 す る 反 論 は 不 当 で あ る 。  
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28 頁には以下の区分表がある  

 

 上記の区分表に基づき、当現地進行協議に際し、現地の線量測定

結果に C・ D の判定の区域が判明した。上記の表の C・ D 区分に該

当 した場所は、放 射線管理区域 として表示 し、囲 いと標識を立てなけ

ればならない場所である。C・ D 区域には重装備でなければ入域するこ

とは適わず、防護のための制限が課せられる。  

 当現地進行協議においては、避難解除した場所に C・ D 区域相当

の汚 染箇所 が散見 された。この結 果 、２ ０ ミリシーベルトという数 値 で

避難解除することが間違いだったことが、現地進行協議 において確認

された。  
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第５  被災後の現状確認  

 １  被災後の現状確認を求める事由  

双葉町 が放射 能 汚染 により「 住 めない町 」 とされた状 況 の確

認  

 

 

 これは、福 島県のモニタリングポストの観測値である。当 初 、国及 び

福島県は、地震 ・ 津波 で大野局を除 き、すべてのモニタリングポストは
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壊れたと発表 していたが、双葉町上羽鳥地区のモニタリングポストは健

在 だった。上 記 のデータは、隠 ぺいすることに政府災害対策本部が失

敗した、モニタリングポストなので、貴重なデータである。  

 

下記は、本件事故前から同所に設置 されていたモニタリングポスト、

事故直後 、政府災害対策本部は大野局を除 くすべてのモニタリングポ

ストは津波で流されたとウソを公表していたが、双葉町のモニタリングポ

ストは、以下のように健在だった。  

   

役 場 西 側 駐 車 場 モニタリング    新 山 広 町 駐 車 場 モニタリングポスト    

ポスト 2016.8 .10           2016 .8 .10  

 

 

 

 

 

 

 

 

２  原告の被ばく状況証拠写真  

  以 下 の写 真 は、日 本 ビジュアル ・ ジャーナリスト協 会 の方 々が、

2011 年 3 月 13 日に双葉町に入り、被災状況の映像を撮ると  

  き、同時に線量計で計測した部分の写真である。この方々はジャー  

ナリストなので、映像に文字を入れていたので、これをそのまま、下  

記に取り入れたものである。   
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                ≪上記の場所 は役場 玄関前≫  

  

               ≪上記は、100μSv/h 振切れ≫  

  

               ≪上記は、1 ,000μSv/h 振切れ≫  

 この貴重な写真を消すことはできない。2011 年 ３月 １ ３ 日午前 １ ０  

時 42 分の計測値は、1 ,000μSv/瞬時を超えて、無限大の放射  

線量だったと仮定することができる。これを否定する者は現存して  

いないので、この事実を翻すことはできない。  

 

  被告らが使 う推定で原告らが浴びた被ばく量を、 10,000μ  

Sv/h と仮定 し、事故前の環境放射線モニタリングデータの 0.05μ  
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Sv/h と、本件事故 との比較をすると、時間当たり 10,000÷0.05 

＝ 20 万倍 となる計算だ。これを線量計上限の 1 ,000μSv/h とす  

れば、2 万倍になる。  

  原告が町長になる前の計器等のデータ管理では、0.2～ 5％の誤  

差或いは、変位があれば、異常 と判断していた。  

建築物に例えると、組み立て寸法誤差は 0.3ｃ ｍ 程度とされてい  

る。数値基準は目安で±10％程度の誤差は許容されるとしている。  

 

  わが国には、放射線被ばくを生業 とする業界が在るのか分からな  

いが、平常時の線量に対して、2 万倍 とか、20 万倍も過重な被ばく  

被害を原告らにさせたことは、重大な傷害事件とみなしている。  

 

  以上のことから原告は、このときから身体の異変に気遣いながら今  

日まで至っている。先ず、最初に発症 したのは疲れやすく、脱毛で、  

首から下の胸毛 、恥毛を除 く体毛が抜けたままになっている。その後  

は鼻血が時と場所に関係なく出た。甲状腺検査では、嚢胞が発見  

されており、現在も経過観察中ある。  

 

  現在福島県内では、火葬場と葬儀屋が満杯で順番待ちになって  

いることを考 えると、いつ自分が発症するのかと、とても心配である。

晩発性障害が出ないことを祈りながら生活させられる気苦労は、  

原発事故がもたらしたので、しっかり賠償 ・ 保障 してもらわなければ  

ならい。  
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３  地震・大津波直後の状況  

下記は、3.11 の津波の状況 と、その後の新山商店街 と自宅 の写真  

  

  

  

上記 、写真集は、本件事故直後に近いものを提示 した。  

 

 

2011.7.24 2011.7.24 

母屋  正面  2011.7.24  母屋  南面  2011.7.24 
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第２章  現地進行協議の実施  

第１  現地進行協議実施体制と時刻  

（１）参加者（総勢３７名、車両９台）  

＊裁判所  裁判官 ３ 名 ＋書記官 １ 名 、警 備担当 （ 合計 ３ 名 、帰 還困

難区域への立ち入 りは２名 ） 、タクシー運転手 ２名 。車両 ２台  

＊ 原 告  先 導 車 （ 原 告 ら３ 名 ） 、桑 原 車 （ ２ 名 ） 、原 告 弁 護 団 車 （ ５

名 ） 。車両 ３台 。  

＊被告 東電  代理 人 ３ 名 、会 社 担 当 者 ７ 名 （ 運 転 手 込 み） 。車 両 ２

台 。  

＊ 被 告 国  指 定 代 理 人 ６ 名 （ 行 政 庁 ２ 名 、法 務 局 ４ 名 ） 、運 転 手 ２

名 。車両 ２台  

 

（２）車列  

①先導車 （ 原 告 ら） 、②裁 判所 ２ 台 、③桑原車 、④原告弁護団車 、⑤

被告東電 ２台 、⑥被告国 ２台 。  

（ ３ ） 進行スケジュール（ 実施時間 ： 原告の記憶 ）  

令和 ５年 １ １ 月 ２ ９ 日 （ 水 ）  

１ １ ： ２ ０     集合 （ JR 双葉駅西口 ）  

１ １ ： ２ ０ ～ １ １ ： ３ ２  JR 双葉駅西口の見分 （ 検分対象 ： 双葉町診療

所 、駅西住宅 、JR 双葉駅 ）  

１ １ ： ２ ８ ～ １ １ ： ４ ０  双葉町役場新庁舎の検分  

１ １ ： ４ ４ ～ １ ２ ： ０ ５  双葉町産業交流センター見学  

１ ２ ： １ ４ ～ １ ２ ： ５ ０  長 塚 越 田 スクリーニング場 （ 入 域 装 備 等 の準

備 ）  

１ ２ ： ５ ５ ～ １ ３ ： ０ ０  郡山ゲート通過  

１ ３ ： ０ ５ ～ １ ３ ： １ ２  ①郡山公民館の検分  建物立ち入 りなし、桑 原

放射線計測  

１ ３ ： ２ ０ ～ １ ３ ： ２ ４  ②原告所有地双葉町貸与地 、③民間商店貸与

地検分  
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１ ３ ： ３ ３ ～ １ ３ ： ５ ５  ④原告自宅及び⑤㈱丸井貸与地の検分  

１ ４ ： ０ ０        ⑥原告圃場を車内から検分  

１ ４ ： ０ ７ 郡山ゲート通過  

１ ４ ： １ １ ～ １ ４ ： ３ ５  ⑨双葉町旧役場検分  建物立ち入 りあり。桑 原

放射線計測 。スミヤ法実演 。  

１ ４ ： ４ ０ ～ １ ５ ： １ ０  ⑩ヘルスケアふたば検分  建物立 ち入 りあり。桑

原放射線計測 。スミヤ法実演 。  

１ ５ ： １ ５ ～  長塚越田スクリーニング会場にて、靴 ・ 手 ・ 頭の汚染量計

測及びタイベック等 脱衣 、累 積 線量計 の線量記録等 を経 て、放 射線

管理区域区分域から解放された。  

その後自由解散とした。  

 

第２  現地進行協議内容（行路順）  

１  集合場所  
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上記 で は、 原 告は 在所 し たが 、 被告 東電 の 説明 を 聞い ただ け 。  

 

２  双葉町新役場  

 

     ≪ 上記 はグ ー グル マ ップ より 転 記≫  
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≪右 側 、双 葉 町新 役場 ≫     ≪ 双葉 町 新役 場 の反 対側 ≫  

 

 

３  産業交流センター  

 

  

≪双 葉 町産 業 交流 セン タ ー≫      ≪ 同  左 ≫  
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４  スクリーニング検査場  

＊ 時 間 ： 12 : 10 ∼ 13 :00  

＊ 入 境 手 続 き： 申 請 書 提 示 、線 量 計 装 着 、タイベック着 装 等  

＊ 車 列 編 成 ： 先 導 車 （ 原 告 ら 3 名 ） 、2 ・ 3 号 車 （ 裁 判 官 ら） 、4 号 車 （ 桑 原 車 2

名 ） 、5 号 車 （ 原 告 弁 護 団 5 名 ） 、6 ・ ７ 号 車 （ 東 電 ） 、8 ・ 9 号 車 （ 国 ）  

 

      長塚 越田 ス クリ ー ニン グ会 場  

  

 ≪ 場 内は 撮 影禁 止な の で、 道 路か らの 写 真 ≫  

  通常は、2・ 3 人 くらいの手続 きだっただが、本 件現地進行協議

に際 しては、37 名 という団体の規模だったので、受け入れ側の体制も

混乱 したのと、タイベック着装する裁判官 、事務官及び原告弁護団等

に、装着する時間がかかり予定時間を大幅に費やしてしまったのが、反

省 点 だった。このため、これ以 降の時 間 を短 縮 した関 係 上 、十 分 な見

分と説明に齟齬をきたしてしまった。  
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５  入境ゲート  

 

 

 

        ≪ゲ ー トの 状 況写 真≫  
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６  郡山公民館  ①  

 

 

≪郡 山 公民 館 の衛 星写 真 ≫  

  

≪モ ニ タリ ン グポ スト 前 ≫       ≪ 原告 の 姿≫  

（ 原 告の話 ） それでは今日はありがとうございました。 

郡山公民館というのはこの地区の集会所で、年末にはよく東京電力の広報

部の人たちが来てですね、私たち郡山住民と隣組だと常日頃言っていて、懇

親会を開いていたんですね、毎年。 
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そのぐらい私たちは東京電力を信用していたんですけど、今回の事故の津波

とか地震についての言及は、一切ありませんでした。ただ安全だ、安全だとい

うので、そのまま話しを聞いていました。あとは村のいろんな行事をここでやっ

ていますので、この地区の中心的な場所ですね。 

 ここにはモニタリングポストが従来からありましたので、今回のモニタリングポ

ストの数値も添えさせていただきました。後方には八幡神社、鹿島神社、秋葉

神社っていうのが奥にあるんですけど、三つの神社を合祀している場所です。

ここでは神楽をあげたり、色々年に２回、神楽を奉納している場所です。この

真ん中は盆踊りをしているところで、お盆でみんなで盆踊りをしていました。  

 

桑原さん、どこで測ったの？  線量。この前のデータ測ったの。 

（桑原）モニタリングポストはこっち。(聞き取れず）裏の山です。 

この前データ測ったところ、計測した場所だけでも 

（男性) どれくらい遠いんですか？  

（桑原）こっから５０メートルもないところ 

＊全員で山の方へ移動する。計測器が鳴り出す 

高い。離れましょう。 

  

≪放射線測定場所へ向かう≫       ≪同  左≫  

  

≪ここで線量計の警報音が鳴る≫      ≪急いで引き返す≫  
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（ 原 告の話 ） 鳥居は地震で倒れて、立て直したんです。やっぱり鳥居はダメ

ですね。ここは住宅いっぱいあったんですけど、今、撤去、取り壊し作業中で

すね。ほとんど、いっぱいあったんですよ。 

（質問）ここまで津波は来ましたか？  

（原告の話）来ていません。ここは郡山地区で一番高いところ、最高に高いと

ころです。 

（原告の話）向こうに、あれが第一原発なんですね。私がたまたま来るときは、

必ず南東の風が吹くんですけど、今日は幸いに北西っていうか、あちらから吹

いて来ているので、線量計の反応が今日の場合は低いんですね。必ずでてい

ますから高いんです。ということです。今日は浴びなくてよかったです。  

 

 

≪放射能試料採取状況≫      ≪同  左≫  
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 ≪上記表の    は、被告東電の発電所の放射線管理区域区分の

最悪の区域を示すので、最高の防護装備で空気ボンベを背負うよう

な場所に当たる。したがって、喫煙はもちろん禁止 、平服で入域など絶

対にできない場所とされてきた。≫  

 

この場所は、最高の放射性物質に汚染された場所に当たるので、避

難指示解除することは暴挙である。  

 

７  郡山海岸  ②③  

 

       ≪②と③の衛星画像≫  

  

D 

  

  

D
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≪③民間商店貸与地≫       ≪②双葉町役場町貸与地≫  

  

（原告の話 ） こちらが民間の海の家の森藤さんに貸していた土地ですね。

一般に貸与してる商店。 

この辺が夏の売店を開かせるための場所、この辺なんですけど。ちょっともう

松の木が出て来て、縄張りができなかったんですね。一応、写真で確認してく

れたと思います。 

 あと向こうの背にした山ですけど、これも写真でお示ししたように、例年だと

航空防除で松食い虫の防除やってたんですけど、この事故以来やっていませ

んので、もうほとんど松の木なくなりました。 

(質問)虫にやられたんですか？  

（ 原 告の話 ） 松食い虫ですね。事故前から松食い虫がひどかったもんですか

ら、航空防除でずっと毎年やっていたんですけど、これも中断したからものの

見事に枯れて、なんかむごたらしい姿になっています。ちょっと海の方、見ます

か？  

 この山は、私の年寄りから言われると、三分の一くらいしか残っていないと。

全部、波で浸食されて、柔らかくて崩れやすくてこのくらいしか山は残ってい

ないと、これ財産的にいうと難しいんですけど、ただここは町から言われて観

光シーズンの、双葉町の観光地として使いたいということで今も契約は続け

ております。そういう状況です。 

(質問）海水浴場ですか？  

（ 原 告の話 ） ここが海水浴場です。きれいな海。日本の海水浴場の 80 選だ

ったか 88 選だったかな、選ばれています。連続して 100 選まで選ばれてた

んです。最後は快い海水浴場の 100 選に選ばれていた。だからこれが唯一、

双葉町の観光資源。後ろに見えるのがマリンハウスと言って、町の建物です
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が、マリンハウスと横に書いてありますけど、あそこまで波が来たんです。あの

向こう側に家があったんですけど、そこの人が避難して、もっと越えれば持っ

て行かれたと、非常に際どいところだった。 

(質問) 一番上のところは残った？  

（ 原 告の話 ） そこを越えなかった。そんな状況です。 

 

８  原告自宅・住宅兼倉庫・蔵  ④  

 

   ≪原告自宅及び周辺の衛星画像≫  

（ 原 告の話 ） あの蔵も、もう間も無く倒れそうになっている。ここにも井戸が

あって、もう井戸の建物も崩れちゃったから。これも、もう手をかけられません

から、成り行きに任せるしかない、ということで本当にだんだんとね、だんだん

とゆがんできてる。中に色々入っていますけど、もう開けることも入ることも何

もできません。 

(質問) 地震で潰れて、そのあとにだんだんと… 

（ 原 告の話 ） 地震でもちょっとあったんですけど、地震直後の写真を見ても

らうとそんなにはなっていませんので、結局、手入れができなかったと  

(質問) 地震で潰れて、そのあとにだんだんと… 

（ 原 告の話 ） 地震でもちょっとあったんですけど、地震直後の写真を見ても

らうとそんなにはなっていませんので、結局、手入れができなかったと  
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(質問) 痛みがひどくなって 

原告の話 ： そうですね。そういうことになるんです。…そのあとは子どもたちの

(聞き取れず)、下は…物置ですね。 

養蚕とか蚕もやったことがあります。 

 

 

①  ： 母 屋 南 東 よ り 、 ② ： 住 宅 兼 作 業 場 、 ③ ： 居 間 、 玄 関     
①  ：階 段 、⑤：和 室（ 原 告 寝 室 ）、⑥：玄 関 、⑦：住 宅 兼 作 業  

場 、 ⑧ ： 蔵  

 

①   ②  

③  ④  

⑤  ⑥  

⑦  ⑧  
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９  ㈱丸井貸与地  ⑤  

 

≪(株 )丸井への貸与地衛星画像≫  

  

 ≪貸与地に立つ資材庫≫     ≪貸与地に立つ原告≫  

 

（ 原 告 の話 ） ここは株式会社丸井に対応していた場所で、株式会社が使う

配管材、中にも大変貴重な高いもの鋳物製品がたくさん入っているんですけ

ど、それがもうこの状態で使えなくなってしまって、どうしようもない、片付けよ

うもない… 

(質問)何の会社ですか？  

原告の話 ： 株式会社丸井  

(質問)何のお仕事をしてらっしゃったんですか？  

（ 原 告の話 ） 水道設備とか 

(質問) 水道管とか？  
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（ 原 告の話 ） はい、(聞き取れず）ですね 

まあ、これは、こんな状態をお見せするしかないんで、すみません、これだけの

話しか出ません。 
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10 圃場  ⑥  

 

（原告の話 ） ここは田んぼでした。事故時は大豆を耕作 していました。

その後 、中間貯蔵施設計画区域に加えられましたが、原告には引き受

ける理由がないため、中 間貯蔵施設計画に反対 していますので、売 る

ことも、貸 すこともしていません。3・ 11 の大津波の被害のままにしてお

ります。  

 

11 旧双葉町役場  ⑦  
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- 73 - 
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- 77 - 

  

≪ 通 用 口 ≫          ≪ 1 階 税 務 課 、 産 業 課 ≫  

  

≪ 正 面 玄 関 桑 原 計 測 ≫       ≪ 防 災 行 政 無 線 室 ≫  

  

   ≪ ２ 階 企 画 課 前 ≫         ≪ 同  左 ≫  

 ここのボードは、東電第 １ ・ 第 ２ から、2011 年 3 月 11 日から 3 月

12 日午前 9 時過ぎまでに通報された事象を書き留めたボード。国 と

福島県から通報 ・ 指示は一切なかったので、書き留められていない。  
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≪ 秘 書 課 窓 際 ≫         ≪ 庁 議 室 （ 災 害 対 策 本 部 ） ≫  

  

   ≪ 双 葉 町 長 室 ≫          ≪ 双 葉 町 長 机 ≫  

（ 原 告の話 ） ここの入り口が、私どもの通用口なんですね。私も正面から入

ったことってほとんど、まあ公式でやるときは別ですけど、普通はここの出入り

でやっていました。ここに入るときには大体１番か２番なんですね。７時半くら

いにいましたから、開いていないときにはここで立ってて、職員が開けてくれる

のを待っている。鍵のある場所は分かっていたんですけど、私は開けたことは

ありません。開けてもらって、閉めてもらってる。 

ということで暗いところで、足元が危ういところもありますけど… 

(役所の中へ全員で入っていく)：(一階)あの時計が止まっているところをご

覧ください。あの電気の時計ですね。地震のときの時間です。(2 時 46 分) 

（原告の話）ここが一階の事務室なんですけど、だいぶ荷物持ってきてますん

で、箱が多いようですけど、直後はこういう箱はありませんでした。これもうい

ろんなところから資料を持ってきて置いていますんで、あとは机の上にある箱

も当時はありませんでした。もうとにかく、机はひっくり返るほどではなかった

んですけど、書類が全部散乱して、足の踏み場もなかったっていうのが現状

ですね。 
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だけどこの建物は意外と丈夫で、ほとんど痛んでおりません。まあ幸いなこと

に。あした、今月かな、今月くらいを境にして、もうあとは解体の準備に入るこ

とを役場で言ってるらしいんですね。 

ここが町民ホールと申しまして、(窓の前)ここに大きなディスプレイがありまし

て、常日頃、放射線のデータがタイムリーにここに送られてきたところです。も

う一つこちらにもディスプレイが置いてあって、発電所の状態がここで観察で

きるようになっていました。ここは荷物がなくて、町民が集まったりなんかする

場所です。いまはもう片付けちゃってディスプレイはもうありません。  

（二階  通信機械室)：…担当職員も避難しなければなりませんので順番で、

そのあと東電の広報部の社員に引き継いで、避難を呼びかけて(聞き取れず

…)思い出すと涙が出るんだ。 

（移動）  

（原告の話）一階と二階のこの辺に、双葉警察署の署員が２名ほどおりまし

て、11 日の夜からきていて、私が最終退避する 12 日の 14 時 20 分くらい

までは、ここで同行しました。14 時の時に「町長、限界ですよ」っていうのが双

葉警察署員から耳打ちされて、限界ですよっていうのは、ここはもうダメです

よ、退避しなさいっていう、なんか原災法かどっかにあるらしいんですけど、町

長が言うこと聞かなかったら警察署で退避命令を出すことになってたみたい

です。だけど、私は素直に言うこと聞いて、最終退避命令を残っていた 6 名

から８名の職員に対して、ここで向こうで、最終退避命令を出したんです。一

度引き上げると。 

ここにあるボードは、レプリカっていうか、写してくれたんで、どっかの大学が。

この当時、第一原発と第二原発から緊急通報がきて、赤（色）がほとんど２F

なんですけど…全所からきた情報をここに書き留めて、１から５（壁書き用）用

意してあるんですけど、５は私ちょっと見たことないんですね、用紙が。４枚あ

って、あの問題はいろいろ被告側がね「通報した」と、１２日の 13 時半とか

14 時に双葉町に通報したと言ってるんですけど、９時 10 分で終わってるん

ですよ、記録が。職員は 14 時までは必ずいましたから、私もいました。だけ

ど、これを私もこれ以降の(記録を）見たことがありません。誰に、そんな双葉

町役場に通報したかっていうのは私にはわかりません。通報を受けた者がい

ないから、私にはわかりません。これが最後です。そういうことです。  

（原告の話）ここに、12 日の 13 時、12 時過ぎか 13 時ごろに、シンチレーシ

ョンサーベイ持って歩いてますけど、あれをここ(窓）に上げておきました。12
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日。そしたら針が振り切れた、通常の針じゃなくてもう１レンジくらいは上げな

いとダメになって、１レンジ上げるくらい針が振り切れた。ちょうどその時が 13

時だったと思いますけど、警察署員が言うのもこれを見ていたから、私も即座

にわかった、了解したということで最終退避、ここはもうダメだと、これ以上汚

染されているからダメだということで、決断した場所です、ここは。  

ここには武藤副社長らが、当時、１２日の午前３時ごろここに来てます、座っ

てます。だけど、ベントっていう言葉を彼らから聞いたことは一回もありませ

ん。私らは素人でないから、発電所と長く付き合っているんで、ベントという言

葉を聞けばピンと来るんですけど、記憶にない言葉、彼はモゴモゴという喋り

方するもんですから…、私はベントという言葉を彼から聞いておりません。しか

しその時は「ベントをやれ」ってことを国と東電でやりあっているんですけど、

一切情報来ていません、双葉町には。だからベントのことを知ったのは騎西に

避難してから情報を聞いてわかったんです。それまで私は、双葉町災害対策

本部長は知らなかったんです。 

（原告の話）ここは災害対策本部会議を、普通はここはしませんけど、災害対

策本部会議を当時はここでやりました。だから、私の記憶では３回か４回くら

いここでやっていますけれども、12 日の午前８時以降は、もうここでは災害対

策本部会議はやっていません。そういうことで双葉町は、災害対策本部を設

けていました。しかし、発電所からの情報っていうのは、あのホワイトボードに

書いてあっただけのことであって、後の情報はどこからも一切来ていません。

一番、私が悔しいのは、原子力安全・保安院、保安検査官事務所、原子力

防災専門官、彼らに課せられた役目を果たしていませんで、悔しくて仕方が

ありません。 

（原告の話）ここは町長応接室で、東電の勝俣社長とか副社長とか所長とか

偉い人が来て、私はここで応対していました。ここで一番最後に確認したの

は、土堂副所長に「オレは放射能嫌いだから被せんなよ」って言ったのがこの

場所です。そしたら彼は「そんなことありませんよ町長」って笑いながら答えた

んですね、嘘つかれた。 

（原告の話）ここは町長室。この辺にテレビがあって、事故当時はこのテレビが

いちばんの情報源でしたので、後どこからも来ませんから、県からも来なけれ

ば、国からも来ません。ここで見てわかっていたんですけど、5 時 44 分の 10

キロの避難指示のテレビ情報をちょうど見ていませんでした。一階に降りてい

たので見た防災担当職員から「町長、大変だよ」という報告を受けた、という
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ような…いずれにしろ午前５時 44 分の 10 キロの避難指示っていうのを知っ

たんですね。棚には当時、私はいろんな資料を集めていたものですから、それ

が入っています。ほとんど私が集めた資料、要するに職員に対する指示書と

かですね、こうしなさいとか、ああいいよ、とかそう言った指示書が綴ってあり

ます。そのほかもありますけど、そんなことで非常に悔しい思いをした場所で

す。 

ここも時計は一緒ですね。多分時計は一緒ですから、どこでも。もうあと私は

入ることはないと思うんです、この場所には。この前、最後、ここに入って、私

の資料の確認をして、もうないということを確認して、やることの関係は切れま

した。切らざるを得なかった。ということです。 

では三階までご足労いただきます。 

（正庁) 

（原告の話）体育館とかそういうところはみんな、天井が落ちたんだけど、ここ

は落ちなかったんですよね。 

ここは正庁と申しまして、町の行事をするところですね。色々な行事をやりまし

た。表彰式とか、行事とは言えませんけど納税の申告をしたりとか。あともう一

つは防災訓練の時のテーブルをここに並べて、ここで私たちが指揮をします。

防災訓練の時に、今回はありませんけれども、この辺に画面を立てて、テレビ

会議のシステムがあって官邸とやりとりしていたんです。もちろん県庁とも。事

故の状況の情報共有をしていたんですね。システムがこれです。防災訓練の

時に使うテレビ会議システムがこれです。これ、ご覧になっていただきたいんで

すけど、テレビカメラなんですね。JNES がこれをそっちに持っていって使える

ようにしている。 

今回は使っていないですから、このままです。テレビ会議してないです。これが

やはり原災法上あってはならないことで、町との情報共有は一切していない。

あったんですよ、これ。ちょっとこれを見ていただきたくて、ここに来ていただき

ました。 

あとは各種、各部屋ですので…… 

（線量計測器の警報音がどんどん大きくなる）（計測器の数値が映し出され

る）  
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       ≪スミヤサンプル警報音発する≫  
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12 ヘルスケアふたば  ⑧  

 

 

 

 

（ 原 告の話 ） ここはヘルスケア双葉です。裏口って北口ですね、通用口から

しか入れませんから…。 

ここは双葉町の健康施設、ここには施設の運営母体は違いますが双葉厚

生病院がこちら隣にあって、そしてここが社会福祉協議会が運営するヘルス

ケア双葉というのがあります。健康施設ですね。町民の健康を守るための施
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設です。プール挟んで向こうには高齢者の施設ですね。これなぜここに作った

かというと、病院に近いところに集約すると、本当は、ここは、非常に建設当初

は地権者の関係で難しかったんですけど、そこを何とかクリアして双葉町の健

康施設をまとめるんだということで、頑張って建てた施設です。相当、ここには

お金もかけていますので、当時は最新鋭の状態、温泉施設を作る、温水プー

ルも作る、筋力トレーニングルームも作るなど、いろんなことをやっておりまし

た。施設の所有は双葉町ですけれども、運営は社会福祉協議会にさせており

ました。 

 事故当時、早めに私も 12 日の 7 時半頃に災害対策本部会議のもとでも

って避難指示を出すことになっていた時に、ここにも知らせたんですけれど、な

かなか避難指示が 10 キロもなかったために、避難が遅れてしまいました。し

たがって、ここを最終的に避難したのは 16 時くらいですか、ここの前に、写真

で何度かお見せしていますが、この前側に自衛隊の車両、それからバスが来

て、そこに高齢者、身体障害者、自立できない障害者を乗せようとしていた、

まさにその場所なんですけど、残念ながら遅れて、対応が遅れて 15 時 36

分、１号機の爆発、それを受けて、ちょうどこういうふうに陽が照っていたんで

すけど、爆発物が飛んで来た時には日陰になりました。もう影ができないくら

い薄暗くなっていました。それくらい上から粉塵が舞って来て、それを見た私

は大声をあげて、外にいた高齢者、ここにいた人も含めて、高齢者に「中に入

れっ！」って大声をかけて、号令をかけてここ(ホール中央)に固まってたんで

すね。なぜかっていうと、外壁から遠いという、ただ私、迂闊だったのは、上が

このような状態だったの(吹き抜けのガラス天井)。あのドサクサの時に、ここ

(ガラス天井)まで見てなかった。これ作った時は素晴らしいものだったんです

けど、降下することを考えれば、ここではまずかったんですけどあとで感じたん

ですね。固まらせた、ここに高齢者を、車椅子の人も何も。で、しばらくして降

下するのが目視できなくなる、目視確認ができなくなった時に、避難の再開を

しました。ここの人たちは、ここの施設の車で、バスを使って移動しました。ここ

で移動した人は、ただ最悪の人は双葉高校のグランドへ、ヘリコプターで移動

するっていうんで、グランドに運んだ人もいるんですね。厚生病院もそうでし

た。この人たちは 12 日に避難できなくて、13 日までかかってしまった。ヘリコ

プターの避難というのは厄介なもんで、見てくれは、いいんですが、効率は非

常に悪い、ということが今度の事故で実感をしました。ということで、ここにい

た人は 12 日に川俣とか他のところに避難できたんですけど、双葉高校、いわ
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ゆる一番重い人は、その人たちは 13 日までかかってしまった。こういう苦い

思い出があります。本当に事故さえなければ、こんな思いしなくてよかったの

ですけど、断腸の思いですね。 

こんな状況を、東京の人は知っていたのか、あの当時、こういう状況を、そこ

が憤りですね。 

そんなことで、この施設はそういう使い方をしていたということですので、少し

施設の案内をしたいと思います。 

  

≪ 裏 出 入 口 ≫          ≪ 正 面 玄 関 ≫  

  

≪ １ 階 ホ ー ル で 説 明 ≫        ≪ 同  左 ≫  

  

≪ 11 日 の 夜 の 状 況 ≫         ≪ 同  左 ≫  
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 次 頁 は 、 行 路 順 マ ッ プ  
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第 ３  原子力施設に係る平成２２年度上期放射線管理等報告について 

平成２２年１１月３０日  原子力安全・保安院  （甲ロ第 106 号証）  

  ［  本資料は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

第６７条第１項及びその関連規則の規定に基づき、各原子力事業者より報

告のあった、原子力施設に係る平成２２年度上期放射線管理等報告につい

て、原子力安全・保安院がとりまとめたものである。 

【周辺監視区域外における放射性物質の濃度の３月間についての平均値及

び最高値】  原子炉施設、加工施設、再処理施設、廃棄物管理施設の周辺

監視区域外における、放射性気体廃棄物の廃棄による空気中の放射性物

質の濃度限度、及び原子炉施設、加工施設、廃棄物管理施設の周辺監視

区域外における、放射性液体廃棄物の廃棄による水中の放射性物質の濃度

限度は、３月間についての平均濃度が法令で定められており、各事業者はそ

の値を下回るようにすることを保安規定で定めている。平成  ２２年度上期

は、これらの原子力施設において、法令で定めた濃度限度を下回っているこ

とを確認した。 

【女子の放射線業務従事者の３月間の線量】  平成２２年度上期の女子の

放射線業務従事者の実効線量は、全ての原子力施設において、法令で定め

る線量限度（各３月間に５ミリシーベルト）を下回っていることを確認した。  

【原子炉施設の運転時間及び熱出力】  平成２２年度上期の各原子炉施設

の運転時間及び熱出力は別表のとおりである。  （注）本報告書の表中にお

ける放射性物質の濃度の数値については、見易くするため、a X 10–b を

aE-b と表記する。 例）１．２×１０－３  ＝  １．２Ｅ－３  

］  

と、原子力安全・保安院は語っているのに、本件事故後に２０ミリシーベルト

というウソをついたのだろうか、はなはだ疑問である。いずれにしても、上記に

記されていることは、人の被ばく管理上正しいものと、本件事故前から原告

は判断しているので、事故後に被告らが言う、２０ミリシーベルトという偽装に

従うことはできない。 



- 92 - 

 



- 93 - 

［※表中における放射性物質の濃度に関する記載の内容は以下のとおり。  

（ⅰ）ＮＤ  当該測定項目に係る放射性物質の濃度が、測定に使用した測定

機器の検出限界未満であったことを示す。  （ⅱ）平均値、最高値、平均値

は、３ヵ月間に検出された放射性物質の総量（Ｂｑ数）を、３月間に排出した

排気または排水の総量（体積）で除した値である。また、最高値は  ３月間に

おける 1日の平均濃度の最高値である。 （ⅲ）備考欄  備考欄の数値は、排

気口又は排気監視設備から放出される気体放射性廃棄物については「発電

用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定放射性物質の測定に

関する指針（原子力安全委員会決定）」にある「測定下限濃度」を記載して

いる。 排水口又は排水監視設備にて測定する放射性液体廃棄物にあたっ

ては冷却水によって希釈する前の液体廃棄物処理系の最終タンクにおいて

濃度を測定していることから同指針にある｢測定下限濃度｣に排水による希

釈効果を踏まえた換算値を記載した。したがって、指針の｢測定下限濃度｣は

各液体放射性廃棄物処理系統の最終タンクの濃度測定において適用して

いる。 なお、この「測定下限濃度」は、測定を計画するにあたって、目標とす

べき検出限界濃度であり、測定機器の性能（検出精度）  を示す、いわゆる

「検出限界値」ではない。実際の測定にあたっては、この「測定下限濃度」が

十分に計測できる測定機器が、用いられている。 粒子状放射性物質及び排

水口におけるトリチウムを除く値においては、６０Ｃｏの値を代表として記載し

ている。］  

上記の考え方も、事故前の正しい考え方であると原告は判断している。 

したがって、双葉町の避難解除は、内閣府原子力被災者生活支援チーム

の２０ミリシーベルト以下という誤導による偽装された姿を示している。 

当現地進行協議における、防曝対策装備は、被告東電が実施してきた手

順に基づき行ったものである。原告のご提案にそぐわない装備（平服）で、現

地進行協議に同行された方々は、被告東電の「放射線防護教育用テキスト

（A 教育用）原子力発電と放射線」に記載されている、放射線防護の基本を

ご存じないことを、原告らに知らしめたのである。 
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第  ４  失った損害の具体的内容  

  １  双葉町民が失った団体の行事  

  

  ≪ 地 方 公 共 団 体 の 長 ≫        ≪ 交 通 安 全 運 動 ≫  

  

≪ 火 災 予 防 運 動 ≫        ≪ 双 葉 町 新 年 会 ≫  

  

  ≪ 恒 例 だ る ま 市 ≫        ≪ 安 全 安 心 な 町 づ く り ≫  
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    ≪ 成 人 式 ≫           ≪ 町 民 体 育 祭 ≫  

  

≪ 消 防 団 検 閲 式 ≫        ≪ 相 馬 野 馬 追 祭 ≫  

  

  ≪ 双葉 町 議会 ≫          ≪ 防災 訓 練≫  
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≪ サ イ エ ン ス コ ン テ ス ト 表 彰 式 ≫   ≪ 死 亡 事 故 ゼ ロ 二 千 日 表 彰 ≫  

 

２  双葉町長と町民が失ったもの（原文のまま）  

（１）  平成23年新年のあいさつ  

町民の皆さん新年明けましておめでとうございます。 

皆様は輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます  

昨年は変化の激しい年でした、国外では北朝鮮が韓国領に砲撃し、中国漁

船のわが国の巡視船への体当たり事件またロシア大統領の北方領土訪問な

どいずれも国境線にまつわる問題でした。経済ではTPPを始めとして貿易問

題がわが国に大きな影響を及ぼしております、このような中で、私たちは争う

ことなく知恵を出し、話し合いで解決することが大切だと考えています。国内

では民主党政権が、参議院選挙で厳しい審判を受けながら頑張っています。

なお一層国民のための政治を行って頂きたいものです。  

双葉町は、多くの町民の皆様のご理解とご協力の下、近郷近在に無い町

財政破綻直前の苦難を経て、今年は希望と輝きの見える年を迎えることが

出来ました。 

町の施策として大きなものは、学校給食センターの運営開始、第四次総合

計画の開始、様々な状況に対応可能な若者が柔軟で、強靭な心身を供えた

、未来を担うための教育の実施等を、昨年皆様との懇談会でもお話させて頂

きました。 

忌まわしい過去には戻らない、そして支えあいながら家族を大切にする町、

教育が充実していて皆で生産し、加工し、販売し、消費して働ける健康な町

を、町民総参加の「いきいきわくわく双葉町」の始まりの年とします。 
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（２）   町長施政方針の不執行  

「 ２ ３ 年第一回双葉町議会定例会 」  

第１回双葉町議会定例会の開会にあたりまして、平成２３年度の町政運営

に対します私の所信を申し上げ、議員の皆様をはじめ、広く町民の皆様の御

理解とご賛同を賜りたいと存じます。 

町民の皆様と共に、町民の皆様の目線で町政を行って参りました。「財政

の健全化」「産業の再生」「教育改革」の大きな目標として改革を行い、一時

は破綻も取沙汰されたわが町は町民に負担を上乗せすることなく平成２２年

度で危機を脱出する見込みとなりました。議会並びに町民の皆様の深いご理

解とご支援のもと全職員が一体となって改善に取り組んだ結果であります、

ここに感謝申し上げます。 

健全な財政運営に終わりはありません、今後も安定した財源の確保を図ると

共に限られた財源を効果的に配分し健全な運営に努めなければなりません。  

過去の経験から学び失敗を繰り返さない考えの下、平成２３年度からの「

第４次双葉町総合計画」を作りました。現在の地域社会を取り巻く環境は目

まぐるしく変化しニーズも多様化しており、またこれからの地方自治は自らの

責任で進むべき方向を決め、実行できる行政経営が必要です。このため５つ

の基本目標と１５の戦略テーマを定め、自主、自立、自律した町づくりを進め

て参ります。 

一方、国際情勢を見極めなくして町政は語れません。現在自然災害が多

発しています、中でも地震が多発していてカリブ海・インドネシア・そしてニュ

ージーランドで大きな地震がおきました。被災しました日本国民並びに被災し

た国の方々には哀悼の意を表します。オーストラリアでは洪水と熱波が襲い、

北半球では寒波や少雨による作物の不作などが発生しているために穀物価

格の高騰をしております。また、チュニジアで発生した民主化の要求が次々と

産油国に広がっています、これは、国は国民のためにあるという自然の流れだ

と思います。 

国内では依然として国政の混乱は、終わりを知らずにつづいております。一

刻も早く国民の求めるような安定した政治になることを願います、  

原子力発電所では福島第一原子力発電所３号機でプルサーマル運転が

開始され現在安定運転しています。安全、安心運転管理のもと７・８号機増

設の受け入れ条件は、既に整備され当町は、いつでも事業者の申し入れが

出来るようになっております。 
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それでは教育について申し上げます、教育環境の整備は北小学校の校舎

の耐震化と学校給食センターが完成し、子どもたちの学びの連続と食育向上

が図られました。引きつづき南小学校の校舎と屋内体育館及び北小学校の

屋内体育館の耐震化を行い環境の整備を行います。 

双葉厚生病院の統合は一応の区切りがついたものの、真に必要とされる

医療環境の実現までは至っていません、両病院の医師の配置、診療科確定

など、二次医療病院としては７万双葉郡民が安心して生活できるような体制

が、出来るようこれからも推進会議、合同検討会などで意見を述べていきま

す。 

 

産業育成は移動時間が短くなった今、商品に愛情が入っていないものは

売れなくなりました。国境を越えた物流が盛んになり、従来の考え方や製法で

は売れなくなりました。従って当町は農業が主体ですので、TPPに負けない新

たな作物の生産と、システムの導入並びに消費地との繋がりをもたなければ

なりません。２３年度から、その取り組みを始めたいと考えています。又、商工

会が手がけている「おもてなし事業」と「逸品開発事業」も大事ですので引き

つづき支援していきたいと考えています。 

道路整備では、国道６号線の付加車線工事は目に見えるようになりました

、現工区から引き続き南へ改良して頂きたいと国に要望していきます。県道

井出長塚線は、長年の懸案事項でしたが、いよいよ着工に向けて準備中で

あります、早く着工し全線が整備されることを要望していきます。県道浜街道

は、残工区の郡山工区が用地交渉に入ると聞いております、最近の朝夕の

交通量は非常に多くなっていますので、夫沢工区と合わせて早期完成をお願

いしているところです。 

今年度も改善すべきところは改善し、議会並びに町民の皆さまと手を取り

合って、町勢振興のために邁進したいと考えていますので、ご協力・ご支援を

お願いします。 

 

（３）  原子力発電所との共生と住民の安全確保について  

双葉地方に原子力発電所が着手されて４０年が経ちます、それ以前の当

地方は福島のチベットと称され出稼ぎが中心の町村でした。しかし、原子力

発電所の着工を境に自立出来る様になり、行財政の面において色々な恩恵

を享受しておりますが、安全確保に完成はありません。  
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とりわけ喫緊の課題として、安全対策の根幹となる避難道路が整備される

ことです、当地方の現在の道路体系では平常時の通行量しか確保されませ

ん。 

新潟中越沖地震で証明されたように、ﾈｯﾄで繋がれた道路がいかに大事で

あるかと云うことを、首都圏の電力需要のほぼ２0％を担っている当地方の

道路事情を知らずに、もう要らないと言っている方々に是非見に来て頂きた

い、私たちは発電所との共生を拒んではいない。 

しかし、地域住民の安全を犠牲にしてまでは出来ない話である。 

発電所の立地による各種交付金が、潤沢だった昔と状況はまったく様変わ

りで、今は固定資産税も大幅に少なくなり、国の三位一体改革により交付税

も大きく減っています。 

この様な中で行財政改革が求められ、国の新たな施策を次から次と提示

され、努力しておりますがついていくのが困難になっています。  

道路特定財源について国会で議論されていますが、いきなり廃止すると言

う無謀な話は、電力移出に貢献している地域住民にとっては憤懣やる方ない

。 

都会に住む方の判断で、地方の道路は不要などと云われて、これを黙認す

ることは出来ない、もし、道路特定財源が不要と考える方は、代わりの財源を

提供できるように、是非していただきたい。 

立地地域に住む我々は安全の担保として、緊急避難用道路整備と維持管

理の費用は欠くことが出来ないものである。 

双葉町は今、財政再建の真っ只中です。実質公債費比率が30％となり、

全国で1０位以内に位置しております。このため、思い切った歳出削減策をと

っておりますが、国から来る仕事量の増加と福祉・医療費等の扶助費の負担

増に苦慮しながら頑張っているところに、今度は道路関係財源が約4千万円

減るということになれば、何の因縁なのかと考えさせられる。  

財政悪化の要因の一つとされる事業で、住民生活に密着した町道の整備

に財源を使いすぎ、今度はその維持補修費が不足しようとしている。町長給

料を半分にして再建のため頑張っていても、どこにも追いつかなくなってしま

う。 

国家は国民の生活と安全を守り、次世代を育むものだと考える。末端行政

を預かる者として、住民を守るのが役目である。国は国民を守るべきである。

法の下に不釣合いがあってはならない、我々は道路を必要としています。地
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方分権を進めるためにも、地方の声を大事にして戴きたい。  

交付税削減で福島県も大変である、暫定税率が無くなると県が158億円

の減少、市町村は82億円の減少が見込まれる、自動車重量税、自動車取

得税では県が172億円、市町村は147億円が減少する。これでは、国・県道

の維持補修に支障が出てしまう、劣化が進んでいる橋梁の対策も及ばなくな

る、県も厳しい財政事情にある中で避難道路を建設している。 

国策である原子力発電所立地を理解している我々住民に、安全の心配を

させないで頂きたい。 

私は地方いじめに繋がる道路特定財源の一般財源化は反対です。  

     2008．1.8 

双葉町長   井戸川克隆  

 

  （４）   双葉町としての悔しさⅠ  

「 原 発事故を振り返 って」  

平成 23 年 12 月 28 日  

双葉町長  井戸川克隆  

突然に  

しかし、私たちは真面目に電力を首都圏に送ることを誇りに思っていた、３

月１１日午後２時４６分突然に地球が怒った。危うい原発を壊した、そして安

全だといって立地している私たちに嘘を付いてきた原子力学会の正体を世に

知らしめることになった。それを地球が、私たちに注意をしたんだと思う。 

石原東京都知事が「罰当たり」といったことを、今は少し理解できる。しか

し、なんとも切ない、罰当たりなんかでは無い。      

エネルギー改革がＣＯ2削減の美名の下に、世界中で原発建設ラッシュに

なろうとしていた。安全運転のための技術者が育たない中で、建設することへ

の警鐘なのかもしれない。 

その結果、世界中で原発は危険だという世論が主流になり、流れは止まっ

てしまった。私たちは、世界最大の原発被害者になってしまったことは大変辛

い。終わりの見えない旅に「避難指示」だけの言葉で、故郷を離れている。 

 慰問にこられた方の歌う「ふるさとの歌」は、私たちにはとっても耐えられな

い悲しい歌になっていることを、皆さんには分かってはもらえない。 

 

事故収束について 
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 事故現場は少し環境が改善されたと聞くようになった、当時、地獄を見た方

の便りを見るようになってきた。ちり紙に遺書を書いたという方の話を聞いた

時、涙が止まらなかった。多くの方が死を覚悟されたのだった、政府はこのよ

うな方をどのように思っているのでしょうか。彼らは日本の恩人です。 

 しかし、恥ずかしいのは、未だに嘘をついている人たちです。事故は終わって

いません、いまも神経質で微妙なバランスの中で安定化させているのです。  

 私も以前は修繕屋でした、物を言わない相手に五感と経験を屈指して対す

ることは、一瞬の油断も出来せん、しかも死と向き合うことなどは大変なこと

です。 

 膨大な部品の集まりを正常にして安定化することは、今の状態では無理で

す。 

それなのに、野田総理は「事故は収束した」と発表しました。現場を知る者と

しては、とんでもないことだと思います、私は認めるわけにはいきません、現場

の方にやる気を失わせることになってしまうのが心配です。  

 世界最大の事故なので、慎重に検査基準を作り検証し、手順ごとの下検査

をさせて、私だったら現場に入って直接完了検査の確認をしてから公表しま

す。誰もが認める検査プロセスでなければ、信用は得られません。 

 

除染について 

 東日本中、除染で持ちきりです。私は簡単なことではないと考えています、

事故前の発電所内では閉鎖空間で、除染をして放射能を取り除き、計測し

安全を確認してから作業していました。計測するのは有資格者で、作業中の

監視も有資格者の管理の下でしか、作業は出来ませんでした。しかも除染水

は厳重に管理されていました。 

 双葉町としては、除染はしなければならないと考えていますが、技術的にま

だ確立されていないとの判断から行ないません。早く良い方法が見つかるこ

とを、期待しながら待っています。 

 また、除染作業に従事する町民が、更に被曝することを恐れています、被曝

してしまった方の補償も確立されていません。 

私は生涯補償をつけるべきだと思います、町民が大手企業の下働きで、使

い捨てにされることは許しません。 

 町民の皆さんが早く帰りたいと思う気持ちは理解できますが、これ以上被

曝をさせる訳には行きません。子々孫々まで、繁栄することを優先にしなけれ
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ばなりません。 

 やがて確実な方法で放射能の除去をしたいと考えています。  

 

中間貯蔵施設について 

 初めは双葉郡から、大熊町に、双葉町にと狭めていく世論作りで、進めて

行くのでしょうが簡単には応じられません。 

 福島県内の放射能汚染は、本当にひどいと思います、早くどこかへもって行

けという気持ちは私も同じです。その中でも違いがあることも事実です、住む

環境は健全で放射能だけが要らない地域、放射能が無くなれば住むことでき

る地域、放射能の除去とインフラを整備復旧すれば住むことができる地域、そ

して放射能が除去できない地域とに分類される。 

除去も住む希望も持てない一番ひどい地域とされる双葉と大熊が、事故

の世界最大の被害者になっている。ここに中間貯蔵施設を作れということは、

誰にも言われたくない。私たちは誰よりも早く帰えりたい気持ちと、放射能を

どこかに持っていけと、加害者に声を大にして言いたい。両町民の多くの意見

を私は代弁したい。 

 なぜ、一番放射能濃度の濃い地域にと皆さんは思うのでしょうか。まずここ  

から議論をしたいと思います、原因者は誰か、責任者はどう責任を取るのか、  

誰が負担をするのか、被害者に責任はあるのか、被害者に責任をかぶせるこ  

とが可能か、放射能被害者に元の生活をするなと言える人は実在するか、生  

活権を取上げることなど、まだまだ多くの疑問があります。  

また多くの課題も在ることを申し上げたい。これらの解決なしで中間貯蔵  

施設が出来るものではありません。 

次世代の子供たちの意見も聞かなければならないし、引き受ける明確な理

由が必要です。 

 被疑者不詳のままで、立地に頼みに来ることを許す訳にはいきません。私が

責任者ですと名乗り出ても、どうにもならないくらいの規模の世界最大の被

害です。 

私たちに「日本は世界一の技術で絶対安全」といい続けてきた人を含む、

原子力学会の全員が加害者であると思っています。この人たちが罪を償うこ

とも無く、環境省は中間貯蔵施設で、職場を作ろうとしています、３００年間

管理してから土地を国へ返すなどという構想です。３０年もすれば半減期が

過ぎてほとんど無害になるでしょう。良く考えてください、中間処分場には管
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理しなければならないことはほとんどありません。ここも議論しなければなりま

せん、仮説ですが住民を遠ざけて悪徳企業がほくそんでいる映画を思い出し

ます。 

 正月をこのような方たちは家族円満に我が家で、畳の上で幸せに過ごすの

でしょうね。私たちは、私たち善良な避難民は出来ないのです、したくても出

来ないのです、我が家に帰れないのです。皆、避難している善良な方たちが、

年賀状を喜んで見られないのです。こんな私たちに中間貯蔵施設を作れとい

う人は誰ですか。 

 

肉体の除染について 

 私たちは３月１１日から被曝を繰り返しています、どうして止めないのですか

。これほどの被爆者を出し続けていては、世界から原子力輸出国として認証

されるのか疑問ですし、国家の恥じだと思っています。 

 地域の自然と同じく、肉体の除染をしないでいることは、何の意味もありま

せん本当の効果とは、肉体の除染することです。意味の無い言葉が巷で流布

されていますが、被曝すること全てがいけないのです。発症するかしないかの

議論で、罪隠しにはならないのです、自然界以外の被曝の全ては、要求しな

い迷惑なものを浴びせられていることになります、これこそ迷惑な犯罪にあた

るものではないのでしょうか。何ベクレルとか何ミリシーベルトとか、以上とか

以下とかは関係ないのです、自然界に無い放射能は全て迷惑なものなので

す。 

 このように考えると、多くの専門家と称する方たちの安全基準とは、全く意

味の無いものとご理解いただけるでしょう。 

 被曝している我々は、一刻も早く体の除染を加害者に求めなければなりま

せん。多くの被曝について安全といった人たちに、損害賠償を求めなければな

りません、皆さん団結しましょう。 
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（５）   双葉町長としての悔しさⅡ  

「今年を振り返って」  

平成２３年１２月２８日  

双葉町長   井戸川克隆  

一変する 

 ３月１１日午後２時４６分突然地球が怒った。そして危うい原発を壊した、絶

対安全だと私たちに言ってきたことが嘘になった、原子力産業に係わってきた

多くの人が作ったものが虚像で、反対してきた人が正しかったことが証明され

てしまった。 

その結果、私たち町民は避難を余儀なくされた。政府からの「避難指示」の

四文字だけで町を出ることになった。県から川俣町に避難するように言われ

た記憶がおぼろげになっている。          

その後は、誰から指示も無く彷徨っている、因果関係も責任の所在も明確

にしないまま、「事故の収束」をしてしまった。我々は一体何のために町を壊さ

れ、町民が被曝をさせられて、避難生活を送っているのか、理由がわからなく

してしまった。 

多様な情報が発達している時代に、何と言う暴挙に政府は出たものか、犯

罪の上塗りをしただけに過ぎない。私たちには、国内に交渉相手がいなくなっ

てしまったと、思うのは考えすぎであって欲しい。 

 

事には順序がある 

 起承転結、日本語は非常に良く出来ている、最近、起承転結を語る政治家

が少ないように思う、原発事故では、あいまいな表現しか聞かない。  

 昔、論理学を覗いたとき、強弁・詭弁について面白いなと読んでみた、この

ことが今、大いに役立っている。相手の話を聞くときに裏づけの無い話は、大

抵雑音にしか聞こえない、根拠のある話は心に届くものだ。  

このため何を言っているのか分からないときがある、原発が事故を起こした

のが「起」であり、原因を公正な第三者機関が検証しなければならない、  

「承」は、現場ではあらゆる知恵と技術を駆使して制止することである、外

部は被害拡大の抑止と救済をすることである。しかし、このことが出来ていな

い。 

抑止とは、被ばく被害の拡大防止に全力をあげることだ、今も拡大し続け

ているのは本当に残念だ、従来の自然放射能以外の放射能に浴びるのは被
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曝をしていることである、値の大小には関係ないことだ。  また、避難生活は

本来あるべき姿ではない、仮設に入れられる理由は、まだ立証されていないこ

とに気づいて貰いたい。住民は町村長に文句を言うのではなく加害責任者に

言うこと、大きい声を出して大いに言うことなのです。今を満足されている方

はいない筈です。 

 従って、「承」から「転」に早く入ることしか道はありません。これは今以上の

環境を大急ぎで準備することです。すなわち「結」には時間がかかります、  

 政府はポケットに手をいれていないで、新聞報道で露払いさせることでなく、

手を差し伸べて救い上げ、足を使って見て回り、足らないところには、足して

あげるようにすることです。もし嫌なら、私たちにお金と権限をください、大い

に役立てて見せます。私たちに日本の地方政治を変えさせてください。  

 「結」は時間がかかるところと、すぐ出来るところとがあります。放射能の濃

度による困難さがあるのは、事実として受け止めます。各町村はしっかりと放

射能濃度を自身で計測して、住めるのか、住めないのかを判断して「結」を求

めることになります。双葉町は非常に残念ですが、すぐには住むことが出来な

いと思っています。従って「結」は後になります。 

 

決め方  

 従来、原子力発電所を着工するまでは、多くの課題提起･解消と手続きを

経なければなりませんでした、しかも立地に対する交付金も明示されていまし

た。多くの条件を提示して、立地住民の理解を求めて合意を得てからしか着

工出来ませんでした。安全協定なども準備し合意の手順を経ました。  

 幸いに、政府は今度の事故は収束したと宣言しました。従って、緊急との理

由から多くある手続きをしないで、中間貯蔵施設を作るわけには行きません。 

 日本で初めての施設なので前例がありません、最終処分場の決定など多く

の課題を慎重に、検証・確認・承諾の手続きを経て進めるのが良いと考えて

います。 

 立地される地域の、子々孫々まで影響される施設ですので、政府はしっかり

とした説明と責任のあり方、町民の生活権を左右するという大事なことなの

で、どんなに政権が変わろうと保証された確約が出来るか、また３０年後には

完全に住める環境にすること、貯蔵されたものの完全撤去、戻って生活を始

めるときに周辺地域以上の整備していることなどが、無ければ建設の理解は

得られないと思う。 



- 106 - 

 それにしても政府は大変な作業が待っていることを認識して、沖縄の基地

のように住民の理解なしでは、進まないことを前例にして取り組むことが大事

です。 

 国・県・町だけでは決められません、住民が決めなければ無利です。  

肉体の除染  

 私たちは３月１１日から被ばくを繰り返しています。どうして止めないのでしょ

うか、これほどの被ばく者を出し続けているのは理解できません。 

 原発を輸出したいと言っても世界の国民は輸出国として認証してくれるの

か疑問です。自国民の健康に責任を持たない国を、私は信用しません。 

 一番急がれているのは肉体の除染です、私は死の灰を浴びました、鼻血が

出ています、このことは早いうちから検査と対策を、時の官房副長官にも申し

あげていますが置き去りです。町民約３００人も強度の被ばくをしています。 

 事故前の原発の「止める」「閉じ込める」「冷やす」を違えて、事故後は、多

くの県民が被ばくしていることを「閉じ込める」、発言や要求を「止める」、時

間をかけて民衆の気運を「冷やす」ことになっているようです。  

 住む場所の除染も大事ですが、目的は人体の被ばくを防ぐことなのです、

被ばくしている人の除染をしないでいることは、行政の不作為で大変重い犯

罪です。住環境の除染を早くやり不安を止めようとすることは理解しますが、

同時に体も除染をやるものと思います。肉体の除染をやる技術がないという

のは、やらない理由にはなりません。政府の早く事故を収めたいという思いは

、かえって深みに入りそうな気がします。 

 先にも述べましたが、被ばくについておかしな話が県内には蔓延しています

、発症するか、しないかの議論に席巻されていますが冷静に考えてみてくださ

い。被ばくとは自然界に存在する放射能の影響は言いません、自然界以外の

いわゆる、今回の事故の原因による放射能に晒された場合は、「全て被ばくし

た」ことになります。濃度が濃いか、薄いかであはりません、何年後に発症する

かとか、発症したかとか、しないかではないのです。安全神話に惑わされては

いけないと思います。 

 汚い話ですが「ウンコ」を掛けられて、濃いとか、薄いではありません、大変

迷惑なことに変わりはありません、どなたでも怒るでしょう。  

 体の除染をいち早く取り組むべきです。 
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（６）   不要な中間貯蔵施設計画の現状  

  ア 中間貯蔵施設計画内の所有地の配置図  

       内が、原告所有地を示す  

       内が、原告共有地を示す  
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 イ 中間貯蔵施設計画内の所有地の配置図（衛星画像）  

  い ず れ に も 手 を 加 え て い な い （ 国 に は 未 売 ・ 未 貸 ）  
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ウ 中間貯蔵施設計画内の所有地の配置図（空撮）  

 中 間 貯 蔵 施 設 （ 双 葉 町 ） 2020.10.2 

 

 

 

原告自宅  

郡山公民館  

中間貯蔵施地区

設設計画  
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原告自宅  

原告自宅  
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 エ 双葉町役場庁舎内屋上からの眺望により確認  

2019.3.10 （ 南 方 ）  

 

 

    （ 西 方 ）  
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   （ 北 方 ）  

 

    

 

（ 東 方 ）  
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むすびに  

  当該 、現地進行協議に際して、東京地方裁判所民事第 ５ ０ 部の

裁判長をはじめ裁判官の皆様のご配慮により、現地進行協議が無事

済みましたことに対し、心から感謝申し上げます。  

当日の準備不足で、スクリーニング検査会場において予想外の時

間がかかり、巡回時間に不足が出てしまい、十分なご説明ができなか

ったのが、第一の反省ですが、それでも精一杯対応をしました。  

 

本件 、原子力発電所の事故は、原告にとって想定外のことであり、

事故後の対応はもっと多 くの想定外でした。  

想定外を語ると未だに言い切れませんが、ウソによる発電所所在町

の双葉町並びに町民に対しての責任転嫁について、多 くを語 らなけれ

ばなりません。  

先ず、本日ご覧いただけた双葉町の現状は、被告国が規制義務を

しっかり果たしていれば起こる事のない事故により、前頁に示 しました

住宅地図がそのままで、今も使うことができるのです。原発は地震と津

波で、なす術もなく壊れました。これを防止させる役目を担っていた、原

子力安全 ・保安院の責任放棄により、事故が発生したのです。原告に

は、規制義務はありませんので、本件事故によって何も失うこともなく、

自助によって汚染された町に住む義務はありません。勿論 、双葉町民

も同じです。被告国は卑怯者です、無垢な町民を、 100 ミリシーベルト

以下 とか２ ０ ミリシーベルト以下とかを語って世論を騙し、炉規法上あ

り得ない強度の汚染地帯に戻 しています。これは、ウソと騙 しという犯

罪です。  

規制義務のない双葉町民を、ウソの言いふらしにより、双葉町に戻

して、復興したなどと語 る被告東電は、発電所内の放射線管理を行っ

てきた経緯と実績を隠ぺいし、原子力産業の申し子の国際機関の名

をかたり、安全だと騙 している。  

まともに計測すると、被告東電の言 う「 C/D」 区域が存在する場所

が、点在 している双葉町の現状である。被告東電の教材 （本書 43 頁

には、半減期が長いものでは数千億年のものがある） に、記 していたの

が証拠です。  

 



- 114 - 

歴史は変えられない。因果応報も変えられない。ポジションも変えら

れない。  

原告は、事故を「 前期 」 「 初期 」 「 中期 」 「 終 了期 」 と位置付けて考

えている。この詳細については後述することにしている。  

 

さて、当 、現地進行協議における原告の意見は、準備に１ 年以上費

やし、去る令和 ５年 11 月 29 日 15 時過ぎに終了したが、東京地方

裁判所の皆様には、休憩 、飲食のできない環境の双葉町においでいた

だき本当にありがとうございました。本来であれば、福島県警が現場検

証を行っていればこのような作業は省けたのですが、なぜか、本件は現

場検証が行われておりませんので、止むを得ませんでした。  

 

本件事故は、民 と民の事件ではなく、事故発生者被告東電 による、

双葉町 という地方公共団体並び双葉町民の先住特権侵害事件です

が、なぜか司直が動かない奇異な事件です。  

 

当現地進行協議に際 して、さまざまなことを主張 しましたが、原告に

は、本件事故による、如何なるウソや偽装に騙される義務は存在しませ

ん。ウソや偽装はメッキのようなもので、一時期は成功しますが、時間の

経過 とともに剥がれ落ちるのが常軌です。  

 

現在の双葉町を目指して入 ってくる企業や民間人は、事故前の約

束事や放射線の及ぼす知識など知る由もなく、功名心 と私利を目指

してやってきている。現在の双葉町は、昔のような開拓精神を掻き立て

られて移住した南米移民や、満州開拓団民等のような姿を呈 してい

る。  

 

むすびに、ウソはやめた方が良い。ウソで方向を見誤らせたり、償いを

免れた場合 、それは「 詐欺 」 という犯罪であることを自覚するべきであ

る。特に、「 内閣府原子力被災者生活支援チーム」 に２ ０ ミリシーベル

トを偽装 させ、被ばくをさせられない権利を奪った行いに対 し、自戒の

念を含めて、国民 、被災者に謝罪すること求める。  

                              おわり  


